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保健師の皆さんへ 

 

 

私が初めて保健師さんと出会ったのは、今から 30年前の 1995年、広報課の

職員だった頃のことです。 

 

区報の防災特集に掲載するため、阪神・淡路大震災の被災地で救援活動に携

わった保健婦さん（当時の名称）にインタビューしました。避難所での健康相

談のほか、乳幼児やお年寄り、障害がある方の自宅への訪問活動をされたお話

をお聞きしたのですが、「私たちは、地図さえあれば仕事ができるんです」と

いう言葉がとても印象に残っています。プロフェッショナルってすごいな！と

感動しました。 

 

2017年度から 2018年度には健康部長として、素敵な保健師さんたちと一緒

に仕事をする機会に恵まれ、今も折に触れてお世話になっています。 

 

2020年からのコロナ禍では、先の見えないなか、私生活を犠牲にして区民の

ために奮闘する保健師さんたちに、涙がこぼれることが度々ありました。改め

て感謝と尊敬の念を抱くと同時に、一部の人の献身に頼るのではなく全体で危

機に対応できる態勢を整えなければいけないと強く感じました。 

 

今回、保健師さん自らの発意で練馬区保健師人材育成プランを策定し、地方

自治体の保健師として、専門性を高めあいながらともに育っていこうとする姿

に接し、心強く、ありがたく思っています。 

 

このプランを拠り所に、社会の要請にこたえるプロフェッショナルとしてス

キルとマインドを育み、一人ひとりが個性を発揮して区民のために活躍しても

らえるよう願っています。 

 

 

2025年３月 

練馬区副区長  

保健師人材育成プログラム見直し検討会委員長  

森田泰子 
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第１節 策定の目的 

 

○ 私たち保健師の活動領域は、戦後の結核対応から始まり、母子保健、精神保

健、成人、高齢者、児童虐待等へ拡大し続け、練馬区保健師の配属先も健康部

だけでなく、福祉部やこども家庭部などに広がってきました。 
 

○ 時代とともに拡大し続ける活動領域は、領域ごとにも複雑化・専門分化し、

個別支援ひとつとっても、様々な問題が絡み合い複雑化しています。同じ「個

別支援」であっても従来の対応と比べ「中身が変わった」と感じるほど、仕事

の困難度が上がっています。保健師の活動は今までにないほど、対応の多様化

とさらなる専門性が求められる時代を迎えています。 
 

○ 令和２年、新型コロナウイルス感染症（以下「コロナ」という。）のパンデ

ミックが発生しました。私たち保健師は区民の生命と健康を守るため、健康危

機対応に必死で向き合い続けました。保健師の役割である健康危機対応の重

要性を改めて認識するとともに、育成体制や健康危機対応の仕組みづくりな

ど、平時からの備えの重要性を痛感した３年間でした。保健師を統括する機能

の必要性についても、再認識したところです。 
 

○ コロナ５類移行後、国は感染症法および地域保健法を改正し、『地域保健対

策の推進に関する基本的な指針』も改正しました。今後『地域における保健師

の保健活動に関する指針』の見直しも予定されています。区においても、高齢

者保健福祉や感染症対策の計画、健康づくりサポートプランなど、コロナ５類

移行後における各取組を示しており、保健師活動は今、大きな節目を迎えてい

ます。 
 

○ 区では、平成 23年度に『練馬区保健師人材育成プログラム』（以下「人材育

成プログラム」という。）を策定し、各種マニュアルの作成も進めるなど、人

材育成に取り組んできました。時代の急速な変化とコロナのパンデミックを

経験した今、これまでの人材育成プログラムを根本的に見直し、新たな時代に

合わせた取り組みにしていかなければならないと考えています。 
 

○ 見直しにあたり、令和５年度に「保健師アンケート」を実施しました。「求

められる保健師」や「現実とのギャップ」、「新任期・中堅期など各期の役割や

目標」など、練馬区保健師の意識を把握することから始めました。 
  

○ 保健師活動の歴史や現状、現場の意識を踏まえ、『練馬区保健師人材育成プ

ラン』を策定することとしました。 
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第２節 現状と保健師活動の歴史 

 

１ 練馬区保健師の現状  

 

○ 75 万人の区民の健康を守るため、現在、練馬区には 121 名の保健師が８部

18課 28係に配置され、日々業務に取り組んでいます。このうち管理職は３名

おり（うち部長職１名）、健康部や福祉部等に配属されています。 

 

○ 保健師の定数は、活動領域の拡大に伴い増やしてきました。コロナ拡大前の

令和元年度では定数 94 名だったものが、令和５年度 109 名となっています。 

 

○ 令和２年度～令和５年度の採用者が多く、採用５年以内が全体の 29％を占

め、６～10年の中堅期が 16％となっています。 

 

○ 配属先の増加に伴い、保健師係長のいない職場で働く保健師は、14 名いま

す。それぞれの仕事の中で、保健師の専門性を発揮しつつ他職種の職員と連携

しながら、業務に取り組んでいます。 

 

○ 今後の保健師活動に関わる大きな課題として、団塊ジュニア世代が 65歳を

迎え、総人口に占める高齢者の割合が過去最大の約 35％に達するとされる

「2040 年問題」があります。少子高齢化の進展や生産年齢人口の減少による

医療・福祉現場の支え手の縮小に伴う課題などが危惧されています。保健師に

は、能力の伸長とともに、地域とのつながりや地域の活動団体との協働を推し

進めていく力が求められています。 

 

○ 2040 年には、現在 50 歳代の保健師は退職し、20～30 歳代の保健師がこの

時代を担っていきます。確実な専門技術の継承と 10年、20年先を見据えた保

健師活動ができるよう、人材を確保し育成に取り組むことが必要です。 
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２ 保健師活動の歴史 

 

○ 保健師活動は、昭和 16年の保健婦規則制定以降、社会ニーズや制度改正に

より、活動内容が多様化、複雑化してきた歴史があります。 
 

○ 戦後の伝染病防疫活動や結核対策は、現在の服薬支援（ＤＯＴＳ）等、感染

症対策の基本となっています。平成以降、ＨＩＶ、ＳＡＲＳ、エボラ、ＭＡＲ

Ｓ、新型インフルエンザ等の感染予防や対策、行動計画の策定等、新興・再興

感染症対策に取り組んできましたが、コロナのパンデミックは、我々に様々な

課題を突き付けました。 
 

○ 母子保健では、昭和 40年に「母子保健法」が制定され、妊婦健診や乳幼児

健診の実施、母子健康手帳の交付などが始まりました。昭和 55年頃に、こう

した母子保健対策の環境が整いましたが、育児不安への対応など、新たな課題

が増加してきました。現在では、「児童福祉分野」や「精神保健分野」等の活

動と一体的な切れ目ない支援が求められています。 
 

○ 精神保健対策では、昭和 40年に精神衛生法の改正、平成７年精神保健福祉

法制定により、精神疾患患者の社会生活への積極的支援が始まりました。平成

24 年制定の障害者総合支援法の下、精神疾患患者への支援は、身体・知的障

害者と並び福祉サービスに位置づけられました。 
 

○ 健康づくりでは、昭和 53 年の国民健康づくり対策から始まり、「健康日本

21」では健康格差の改善や重症化予防などが求められるようになりました。特

定保健指導等による医療費適正化への支援も求められています。 
 

○ 高齢者対策では、老人保健法が昭和 57年に制定され、老後の健康に向けて

の予防や訓練事業を実施してきました。平成９年に制定された介護保険法に

より、老人保健法に基づいた保健師の直接サービスである「訪問指導」から一

転し、介護予防の観点から対策を強化することが求められるようになりまし

た。 
 

○ 平成７年の阪神淡路大震災以降、自然災害発災時における避難所等での健

康管理や心のケアなど、災害対応の最前線でも保健師の専門性が求められて

います。 
 

○ 今後も保健師の活動領域は拡大し続け、複雑化・専門分化の進行が予想され

ます。   
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３ 練馬区保健師の活動のトピックス ～「精神」と「母子」のはなし  

 

（１） 地域特性を活かした、医療・保健・福祉連携の精神保健福祉活動 

（精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの考え方の早期導

入） 

 

○ 練馬区内には精神科病院が３か所あり、古くから病院に通院する精神疾患

患者が病院の周辺に多く住んでいました。 

 

○ 区では、昭和 40年代から保健所の業務として「精神障害者の相談および訪

問指導」を行い、専門医による精神保健相談を開設しました。個別事例の対応

に戸惑いながら「精神衛生相談員取得講習会（東京都主催）」の受講や先進的

な自治体の活動を学ぶ等、学習を重ね、技術・対応力の向上を図りました。 

 

○ 昭和 59年から退院後の社会復帰訓練の場として、保健相談所で「デイケア」

を実施しました。保健師はプログラムの内容や運営について検討し、参加メン

バーとともに活動を通し精神疾患患者の理解を深めていきました。 

 

○ 昭和 60年から開催された「地域精神保健関係者連絡会」は、練馬区内と近

隣の精神科病院ならびに福祉事務所、保健相談所、共同作業所（現障害福祉サ

ービス事業所）および東京都精神保健センター（現東京都立中部総合精神保健

福祉センター）で構成され、連携により相互の理解を深め、地域精神保健の向

上と、精神疾患患者の生活を支えるための支援システムを構築することを目

的に設置されました。平成５年からは、練馬・光が丘・石神井大泉・関の４ブ

ロックに分かれ、障害福祉サービス事業所、地域包括支援センター等が構成メ

ンバーに加わり、情報共有や学習会、課題の共有を行い、現在に至っています。 

 

○ 連携の中で保健師は、患者が日中通う場として共同作業所の立ち上げに協

力し、作業所職員の当事者への関わりから、精神疾患患者の生活範囲が広がっ

ていくことを学びました。 

 

○ 事例検討会を通して、多くの精神科医から精神疾患の理解と支援について

学びました。特に統合失調症の理解は事例検討を繰り返し、深めていった経緯

があります。  
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（２） 「障害児の早期発見と支援」から「児童虐待の早期発見と支援」に至

る時代の流れをいち早く察知した母子保健活動 

 

○ 昭和 53年から障害児の早期発見・早期療育を目的に保健師が独自に実施し

た「乳幼児全数調査」を行い、乳幼児健診の質の向上に寄与しました。 

 

○ 同年に１歳６か月児健診が区に移管され、その後、発達の遅れなどのある子

とその親が一緒に参加できる「遊びの会」を心理職と一緒に運営しました。こ

ども発達支援センター設置後も身近な相談場所として各保健相談所で実施し

ています。 

 

○ 平成 12年に児童虐待防止法が施行されました。区では、その数年前から４

か月児健診で「子どもをかわいく思えない」と語る親が増えていることに危機

感を覚え、乳幼児健診後に母親が輪になって、子育ての大変さや本音を語る会

を始めました。「虐待予防は母子保健から」という考えが現在につながってい

ます。 

 

○ 平成 13 年には、個別支援として精神科医による「虐待予防（親子）相談」

を開始しました。その後、石神井保健相談所でグループ支援として、子育てに

不安を抱える保護者を対象としたグループミーティングとより支援が必要な

保護者を対象としたグループミーティングを開始しました。現在は、前者の取

組については保健相談所において「育児交流会」として、また後者の取組につ

いては子ども家庭支援センターで「親支援グループミーティング」として、そ

れぞれ実施しています。 

 

○ 虐待を受けた子どもや親の対応は、保健師自身も事例検討など学習と経験

を重ね、精神科医等からの助言を受けることで、スキルを高めていきました。 

 

○ 平成 14年、「練馬区児童虐待防止協議会」が設置され、現在のこども家庭部

に保健師１名を配置しました。平成 19年３月、児童虐待防止の支援体制をよ

り強化するため、「練馬区児童虐待防止協議会」を廃止し、「練馬区要保護児童

対策地域協議会」を設置し保健師を３名配置しました。令和６年、こども家庭

センター設置により、これまでの母子保健と児童福祉の「連携」から「一体的

な支援」に強化し、全ての妊産婦および子育て家庭に対して虐待への予防的な

対応も行うこととされ、児童虐待を防止するため区の支援体制が年々強化さ

れています。 
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４ 練馬区保健師の人材育成の取り組み 

 

○ かつて保健師の育成は「保健師は職人技、先輩の背中を見て育つのよ！」 

と言われ、口伝による技術継承が多く、場数を踏んで育てることが重要視さ

れていました。育成の中心は新人保健師の教育におかれ、保健師活動のイロ

ハを指導する「指導保健師」(現プリセプター)が中心に担ってきました。 

 

○ 昭和 45年に母子・成人・精神など分野ごとに、各保健相談所から担当保

健師が参加する「委員会」を立ち上げ、知識や経験の継承を行う取組が行わ

れました。「委員会」では、健康実態の把握、課題の抽出、対策の検討およ

び事例検討や実践ノウハウの共有を行い、ＯＪＴの場となっていました。  

その後、保健師だけの委員会から、課長職や多職種も入り、組織的に課題を

検討する場になっていきました。 

 

○ 特に母子保健活動は、障害児の全数訪問を行い、現状と課題を明らかにし

た上で乳幼児健診の体制を整えてきました。その活動の中から、障害児を育

てることの大変さや、療育の必要性、家族のつながりの大切さなどを学び、

結果を『ねりまの子の幸せを願って』という報告書にまとめてきました。 

 

○ 昭和 58年頃から、自主学習会の活動が人材育成の貴重な場となりまし

た。「わかばの会」を皮切りに、「保健活動を考える自主的研究会」、「ねりま

虐待勉強会」が発足し、Off-JTの取り組みが始まりました。 

 

○ 平成 11年の組織改正で、２保健所４保健相談所体制から１保健所６保健

相談所体制になり、「保健主査」に代わり「地域保健係」が設置されまし

た。係長は保健師が担い、係全体の業務とともに、部下である保健師の育成

などを含め、マネジメント業務に専念する体制に変わりました。 

 

○ 平成 23年度に『保健師人材育成プログラム』を策定しました。初めて全

庁の保健師が、自らの職能育成のために集い意見交換を重ねながら、育成方

法を検討しました。その後、新人保健師と指導保健師の育成をより具体的か

つ積極的に行うため、集中して検討しました。 

 

○ 現在は、人材育成の取組が継続するよう、毎年「新任期連絡会」「プリセ

プター連絡会」を開催しています。年度末には、新任期活動報告や先輩保健

師の活動のトピックを報告する「保健師活動報告会」を行っています。 
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第３節 新型コロナウイルス感染症のパンデミック 

 

○ 令和２年、コロナのパンデミックが発生しました。急速な感染拡大は、従

来の感染症対策のノウハウが通用しない、想像をはるかに超える厳しいもの

でした。この経験を通して、私たちは多くの課題に直面し、仕事のやり方を

見直さなければならないことを痛感しました。 

 

○ 全庁の保健師のほぼ全員がコロナ対応に従事したものの、感染症対応の経

験を持つ保健師が限られていたため、業務リーダーを担える保健師が限定さ

れ、結果的に一部の保健師に大きな負担がかかりました。 

 

○ 新しい感染症への対応は、その特性を理解し、次の事態を想定しながら対

応していかなければなりません。健康危機対応の「要」として、保健師を統

括する機能の重要性を強く認識しました。平時からジョブローテーションを

運用して、１人でも多くの保健師が感染症の専門スキルを身に着ける必要性

も痛感しました。 

 

○ パンデミックの発生が、様々な業務を増大させ、すべての業務を保健師だ

けで対応することはできませんでした。保健師でなければできない業務をあ

ぶりだし、他の業務は事務職や他の専門職、委託事業者等が担うよう業務マ

ネジメントを行うことが求められました。保健師が、感染症対策全体を俯瞰

して対応にあたるマネジメント機能を担う必要性を強く感じました。 

 

○ 業務の効率性の観点からは、様々な取り組みを行いました。感染症記録の

電子化や動画による啓発、オンライン講演会などＤＸ化することやＳＮＳを

活用することで危機を乗り切ることができましたが、これまで積極的にＤＸ

化に取り組んでこなかった土壌もあり、現場には戸惑いもありました。 

 

○ コロナのパンデミックを経験し、今回得た教訓を次の対策につなげていく

ことが求められています。 
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新型コロナウイルス感染症の週当たりの感染者数の推移 

PCR 検査センター（ドライブスルー）の様子 

保健予防課執務室の様子 

1 波ピーク 

（R２年） 

東京都 

4/17 206 人  

練馬区  

4/11 20 人 

      

3 波ピーク 

（R３年） 

東京都  

1/7 2,520 人 

練馬区  

1/6 137 人 

4 波ピーク 

（R３年） 

東京都  

5/8 1,121 人  

練馬区  

5/7 64 人 

5 波ピーク 

（R３年） 

東京都  

8/13 5,908 人  

練馬区  

8/12 304 人 

6 波ピーク 

（R４年） 

東京都 

2/2 21,562 人  

練馬区  

2/7 1,151 人 

2 波ピーク 

（R２年） 

東京都  

8/1 472 人  

練馬区  

8/13 23 人 

7 波ピーク 

（R４年） 

東京都  

7/28 40,395 人  

練馬区  

7/25 2,114 人 

PCR 検査センター（ドライブスルー）の様子 

保健予防課執務室の様子 
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第４節 新型コロナウイルス感染症５類移行後の公衆衛生を取り巻く国  

等の動き 

 

○ コロナ５類移行後、国では子ども家庭庁の創設、地域保健法の改正、精神保

健福祉法の改正等が行われ、コロナ５類移行後に向かうべき課題に沿って舵

が切られました。 

 

○ 基礎的自治体では、健康寿命の延伸、妊娠期から子育て期にわたる切れ目な

い支援、児童虐待防止、心の健康づくり、自殺防止等従来からの施策のさらな

る強化や包括的取組の推進など、新たな視点からの事業展開が求められてい

ます。 

 

○ 区は、令和６年３月に『第９期練馬区高齢者保健福祉計画/介護保険事業計

画』、『練馬区障害者計画（一部改定）』『練馬区自殺対策計画（第２次）』『練馬

区感染症予防計画』、令和６年度には『練馬区健康づくりサポートプラン』、『第

３期練馬区子ども・子育て支援事業計画』を策定し、コロナ５類移行後の区の

方向性について、具体的取り組みを示しています。 

 

○ 災害を含む健康危機管理に向けた平時からの備えと、対応力の強化も求め

られており、保健師の役割はその重要性を増しています。 
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第５節 新たなプランの位置づけ  

 

○ 活動領域の拡大やコロナの経験、コロナ５類移行後の法改正等により、保健

師を取り巻く状況は大きく変化しています。こうした変化に対応し、さらに

2040 年を見据えた保健師育成に取り組むため、これまでの『練馬区保健師人

材育成プログラム』を見直し、『練馬区保健師人材育成プラン』（以下「本プラ

ン」という。）を策定します。 

 

○ 「本プラン」は、全庁で働く保健師の専門技術の修得だけでなく、第３次み

どりの風吹くまちビジョンの政策実現に寄与する行政保健師としての育成も

目指し、『練馬区人事・人材育成改革プラン』に基づく、保健師版の人材育成

プランとします。 

 

 

【第３次ビジョン、人事・人材育成改革プラン、本プランの関係図（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グランド 

デザイン構想 

の実現 

政策 

第３次 

みどりの風吹くまちビジョン 

（令和６年３月） 

人事・人材育成 

改革プラン 

（令和６年３月） 

練馬区 

保健師人材育成プラン 

（令和７年３月） 
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第２章 練馬区の保健師が目指す姿 

 

 

 

 

 

  



 26 / 68 

 

第１節 練馬区の保健師活動における基本理念 

 

○ 保健師は、区民の生命、健康、生活に深くかかわる職であり、区民の健やか

な暮らし、生活者としての価値観および人権を尊重することを基本とし、次の

４つを保健師活動における基本理念とします。 

 

１ 保健師は、いずれの部署においても、公衆衛生の視点を持ち、区民の健康の

保持・増進に寄与する。 

 

２ 保健師は、区民自らが健康課題に気づき、その解決に向けて主体的に取り組

めるように支援する。 

 

３ 保健師は、家庭訪問や健康相談などの地区活動や保健福祉事業を通して、個

別の健康問題を把握するとともに、区民や関係者との協働を図り、地域全体

の健康レベルを向上させる。 

 

４ 保健師は、自然災害や新興・再興感染症等の感染拡大等の健康危機管理事象

が発生した際は、二次被害の防止や感染拡大防止を最優先に取り組む。 
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第２節 保健師アンケートの実施  

 

１ アンケート概要 

（１）目的  

本プラン策定に向けて、区に所属する全保健師の仕事や役割などに対す

る意識を把握し、その結果を本プランに反映させるため。 
 
（２）対象など  

① 対象 ：練馬区に所属する全保健師 116名 

② 期間 ：令和６年２月 21日～３月 21日（30日間） 

③ 回収率：90％（95人／106人） 

※全保健師のうち産育休等長期休暇中の職員 10名を除いた 106名を対象 

（３）設問の内容など 

① 設問内容 

ア 練馬区の保健師が目指す姿 

イ 今後の育成のあり方 

ウ 自らの役割 

エ 育成の取組 

オ 統括機能を有する保健師のあり方 

② 回答方法：自由回答方式 
 

（４）分析方法 

回答内容を作業部会で整理し、「設問１」から「設問３」については、「標

準的キャリアラダー」で示されている６つの期に分けて分析し、「設問４」

については、類似するものをカテゴリーに分類して分析。「設問５」につい

ては、既にある分類を活用し分析しました。（図参照） 
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２ アンケート結果 

（１）設問１ 練馬区にはどんな保健師が求められていると思いますか。 

① 質問のねらい 

本プランで描く「練馬区の保健師が目指す姿」を全保健師の「思い」

から抽出するため、この設問を設定しました。 

 

② 回答の多かった分類項目 

１位 対人支援活動 

２位 地域支援活動 

３位 事業化・施策化のための活動 

４位 管理的活動 

５位 健康危機管理に関する活動 

６位 保健師の活動基盤 

       

※分類に使ったキャリアラダーの一部（活動領域と求められる能力を使用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 分析の結果 

○ 個別の支援等の「対人支援活動」が保健師活動の基本と捉えてい

る回答が多く、そこから展開していく「地域支援活動」についても

多く回答がありました。 

○ 期が上がるにつれて、事業化・施策化、管理的活動に関連する回

答が多くなっています。 

○ 回答には、保健師の活動領域の内容だけではなく、保健師活動に取

り組む姿勢や意識、心構えに関連する内容が多くありました。 

結果を踏まえ、保健師自身が考える保健師像を「専門職としての倫

理観や志を持って人や地域に対して包括的に関わり、頼りになる支援

者」としました。 
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（２）設問２ 保健師に求められているものと現実とのギャップを教えてく

ださい 

① 質問のねらい 

日々感じているギャップを把握することで、必要な取り組みを導き出

すため、この設問を設定しました。 

② 回答の多かった分類項目 

１位 対人支援活動 

２位 地域支援活動 

３位 事業化・施策化のための活動 

４位 管理的活動 

③ 分析の結果 

○ 「丁寧にケースワークをし、地域の健康課題を把握して施策化し

たいが、できていない」という意見が多くありました。 

○ 期が上がるにつれて人材育成への課題を感じている傾向がありま

した。（人材育成は「管理的活動」に含まれる） 

○ 「ギャップが起こっている理由」としては、スキルや知識、経験

不足、業務量の多さ、仕事の困難さが影響しているという意見が多

くありました。 

 

（３）設問３ あなたが思う、あなたの期の役割や目標を教えてください。 

① 質問のねらい 

個々の保健師がその経験年数に照らして、自身に求められている役割

や目標をどうとらえているかを訊ね、本プランで示すキャリアラダーの

現状との乖離を確認するため、この設問を設定しました。 

② 分析の結果 

各期において求められる役割などを、十分理解していると判断でき

る結果が得られました。一方で、役割や目標について、「指標となるも

のがほしい」という声も聞かれました。 

 

※分類に使ったラダーの一部（役割と責任の範囲を使用） 
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（４）設問４ 保健師が育ち、育ちあうためには、どのようにしたらよいと思

いますか。 

① 質問のねらい 

本プラン「見直し」の検討当初、作業部会では「個々の育成だけでな

く、全庁の保健師が相互に育ちあう取り組みの必要性」について何度も

話し合いました。保健師みんなが、自身の成長に加え、「育ちあう視点」

をどのように考えているかを確認するため、この設問を設定しました。 

② 回答の多かった分類項目 

１位 保健師間、部署間の交流の場・お互いの仕事を知る機会 

２位 風通しの良い組織、部・課を超えたコミュニケーション 

３位 人材育成制度の確立・研修制度の確立 

４位 課・係内の交流の場 

５位 人員配置の検討・部署間の計画的な人事異動 

③ 分析の結果 

○ 「保健師間の繋がり」や「お互いの仕事を知る機会の創出」な

ど、組織全体で取り組むことの重要性についての意見が多くみられ

ました。 

○ 人材育成制度や計画的な人事異動等の仕組みに関する意見も多く

みられ、全体的に人材育成へのさらなる取組の必要性を感じている

と分析しました。 

   

（５）設問５ 統括保健師の必要性や求める役割、期待など教えてください。 

① 質問のねらい 

国が提唱する統括保健師の役割等を示しながら、「統括保健師」に対す

る保健師の考えを確認するため、この設問を設定しました。 

② 回答の多かった分類項目 

１位 組織横断的な調整や交渉、保健師活動を総合的に推進 

２位 組織目標等に基づき保健師の人材育成体制を整備 

３位 保健師としての専門職知識・技術の指導 

③ 分析の結果 

○ 回答者のほぼ全員が、保健師を取りまとめる「統括保健師の設

置」の必要性を感じているという結果が得られました。 

○ 期待する役割は、組織横断的な調整や全体の取りまとめ、人材育

成が多い回答でした。組織改正や人事配置への関与についても、期

待の高い傾向がみられました。 
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【参考】 

 設問１の「練馬区にはどんな保健師が求められていると思いますか」への回答

について、ワード数を面積に比例させる図で表しました。 

保健師は、「専門職としての技術だけでなく、多岐にわたる能力が期待されて

いる」と受け止めました。 

 
母子保健などの分野に関する用語は除き集計。同義語等はまとめた。 
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第３節 目指す姿と身に付けたい力 

 

○ 「保健師アンケート」から抽出したキーワードの分析結果を踏まえ、これか

らの時代を乗り切るための「練馬区の保健師が目指す姿」と、「身に付けたい

力」を以下のとおりとします。 

 

≪練馬区の保健師が目指す姿≫ 

 

 

≪ 身に付けたい力 ≫ 

個人の健康課題を、科学的根拠に基づき専門職として解決に

向け支援する力 

 

個人・家族の健康課題から、地域の健康課題を明確にし、  

支援できる力 

 

常に最新の知識や技術を吸収し、高いアンテナを持って 

自己研鑽に努め向上していく力  

 

健康課題の解決に取り組むために、区民や関係機関などと 

連携できる力  

 

個別の課題から地域の課題を見出し、区民のニーズに合っ 

た施策を提案できる力 

 

現状から一歩前へ、より良い仕組みや支援体制を構築できる

力 

 

社会の変化や時代の流れを読み取り、課題の優先度に応じて

柔軟に対応できる力 

 

課題を多面的に捉え、あらゆる視点から解決策を模索できる

力 

 

社会情勢により変化する健康課題を、予防の視点でとらえ 

解決策の展望を描ける力 

 

個別支援力 

地域支援力 

スキル向上力 

連携力 

提案力 

改革力 

先を読む力 

時代を捉える力 

広く、多面的

に捉える力 

専門職としての倫理観や志を持って人や地域に包括的に関わり、頼りになる支援者 
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第３章 具体的な取組 
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第１節 具体的な取組の構成  

 

○ 保健師人材育成の具体的な取組については、「４つの柱」と「21の具体的な

取組」で構成しています。 

  

○ 柱１では、保健師が専門職集団として活動する際の組織的対応などの基盤

強化について具体策を示しています。 

 

○ 柱２では、練馬区の保健師が専門性を最大限発揮できるよう、育成の仕組み

と具体策を示しています。また、保健師一人ひとりのキャリアを支援するため

の具体策をツールとともに示しています。 

 

○ 柱３では、コロナの経験を経て、保健師スキルとしてすべての保健師が獲得

する必要のある健康危機への具体策を示しています。 

 

○ 柱４では、「2040 年問題」を捉え、有為な人材を確保するための具体策を示

しています。 

 

○ ４つの柱のもとに、「21の具体的な取組」として体系化しました。この取組

を着実に実践していくことで、私たち保健師は「育ち育ちあう」職集団を形成

していきます。 
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体系図 
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第２節 リーディングプロジェクト 

 

 各柱に記載している取組の中で、先導的に進める取組を「リーディングプロジ

ェクト」として掲げ、着実に実行します。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 保健師の活動基盤を整備（柱１－１） 

〇 保健師活動の情報共有、全体調整、人材育成、健康危機管理に係る保健師活

動の調整および実施に関することを職務とし、保健師を統括しマネジメント

する役割を担う統括保健師を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

〇 保健師が持つ知識や技術を集約し、区の地域課題や解決策の検討、さらに

は政策提言へとつなげるために「練馬区保健師活動連絡会」を設置します。 

 

 

    

 

        

 

               

 

 

 

 

２ 練馬区版「育ち育ちあう」仕組み（柱２－１） 

〇 原則、採用後 10年目までは、個別支援や地域との連携、 

地区診断などを経験できる保健相談所や、感染症の知識・ 

技術の修得ができる保健予防課感染症対策係を経験する 

ジョブローテーションとします。 

 

 

 

〇 配属先に保健師係長がいない場合には、 

メンター（育成担当係長）となる保健師係長が、専門性の育成を支援します。 

 

 

 

〇 経験者採用者や産育休等長期休暇後の復帰者に対し、 

キャリアラダーチェックリストなどを活用し、 

保健師係長が育成を支援します。 
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３ 行政保健師としての「キャリア」をサポート（柱２－２） 

〇 保健師一人ひとりは、「キャリアラダーシート」、「キャリアラダーチェ

ックリスト」を活用し、キャリアレベルの確認や取組目標の設定をします。

また、自らの「職業人生」の実現に向けキャリアデザインを描きます。 

 

〇 保健師係長は、職員が設定した目標を達成するために、サポートします。 

 

〇 先輩保健師等との複数訪問など、ＯＪＴにより 

 技術を継承します。 

 

 

 

４ 保健師の力を結集して取り組む健康危機発生時対応（柱３） 

〇 災害時や新興・再興感染症発生時に、保健師全体で対応できるよう、ジョ

ブローテーションや研修・訓練によりスキル向上に取り組みます。 

 

〇 健康危機発生時の全庁の保健師配置、情報共有および業務のＤＸ化など、

有事発生時に必要な仕組みを「練馬区保健師活動連絡会」で検討し、具体的

な取組としてまとめます。 

 

 

 

５ 有為な人材を確保するための仕組みづくり（柱４） 

〇 特別区人事委員会が実施する「23区合同説明会」等において、区の保健

師活動を積極的にＰＲするなど、情報提供を強化します。 

 

〇 統括保健師を採用相談担当者と位置づけ、情報提供に取り組みます。 
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第３節 柱ごとの取組 

 

柱１ 活動基盤を整える  

 

柱１－１ 保健師活動の基盤を整備する 

 

○ 保健師活動を統括する機能については、これまで明確に位置付けることな

く、事実上その役割を健康推進課の保健師係長が担ってきました。コロナ禍

においては、その機能の発揮が限定的とならざるを得ませんでした。 

 

○ 保健師は、活動領域の拡大と専門分化により多分野で活動していますが、

保健師全体での情報共有や連携が十分にできていません。 

 

○ コロナのパンデミックの経験や、保健師の配属先の増加の状況も踏まえ、

区においても「統括機能を有する保健師の職」の設置や、保健師の知識・経

験を共有する場の設置を進めていかなければなりません。 

 

（１）問題意識 

○ 保健師全体を統括する機能を新たに設けることが求められています 

⇒ 統括保健師を保健師職全体の連携の中心に据え、人材育成や健康危機管

理をはじめとする職全体で取り組むべき課題を解決するためのキーパーソ

ンとして、職全体が連携できる体制を構築する必要があります。 

  国は、平成 25年度から各自治体に対し、「統括保健師」の配置を求めて

います。コロナ５類移行後には、保健所長を補佐する役割として統括保健

師の必要性を示しています。 

 

○ 保健師職全体の連携強化が求められています 

 ⇒ 保健師の活動領域が拡大した一方で、知識・経験を職全体で共有するこ

とが難しくなっています。保健師活動が抱える課題を解決していく場を新

たに設ける必要があります。 

 

（２）取組の方向性 

○ 保健師活動を取りまとめる「扇の要」を担う職として、統括機能を有する

保健師を設置し、すべての保健師が統括保健師を支え、役割遂行に協力しま

す。 

 

○ 組織横断的に人材育成や健康危機に取り組むため、その中核機能を有する

活動基盤を設置します。 
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（３） 具体の取組 

≪ 取組１ ≫ 統括保健師の設置 （資料１） 

○ 健康部健康推進課の課長補佐職にある保健師１名を「統括保健師」とし、保

健師職を統括し、マネジメントします。統括保健師を補佐するため、原則とし

て健康推進課の保健師を「統括保健師補佐」とし、体制を強化します。 

 

○ 統括保健師は、①保健師活動の情報共有および全体調整に関すること、②保

健師の人材育成に関すること、③健康危機管理に係る保健師活動の調整およ

び実施に関することなどの役割を担います。 

 

○ 統括保健師には、保健師業務の現場を熟知するとともに、常に保健師との意

思疎通を図っていくことが求められることから、一定程度統括業務に専念で

きるよう配慮します。 

 

○ 全保健師は、統括機能が円滑に運営されるよう統括保健師を支援します。 

 

≪ 取組２ ≫ 「練馬区保健師活動連絡会」の設置 （資料２） 

○ 各部の保健師係長などを構成員とする「練馬区保健師活動連絡会（以下「保

健師活動連絡会」という。）」を設置します。 

 

○ 「保健師活動連絡会」は、各部署の保健師が持つ知識や技術を集約し、地域

課題の把握や解決策を検討するなど、組織横断的に保健師活動を支援します。 

 

○ 「保健師活動連絡会」には、人材育成や健康危機管理など分野別の専門部会

を設け、中堅期保健師が研修企画に加わるなど多くの保健師の声を反映させ

る仕組みとします。 

 

○ 統括保健師は、「保健師活動連絡会」の事務局として会議を運営します。 

 

（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 



 44 / 68 

 

柱１―２ 対応力を強化する 

 

○ 近年発生が続いている自然災害や新興・再興感染症の発生に対応するため

に、日頃から健康危機に関する体制の整備が必要不可欠です。 

 

○ 制度の創設や改正に伴い、保健師に求められる活動領域が拡大し、業務内

容が多様化しています。特に保健相談所では、地区活動における個別事例の

困難度が増し、さらなる専門性が求められている中、業務量は増大し、保健

師ひとりが地区担当として対応していくことには限界があります。 

 

○ 健康危機対応の重要性や保健師活動の困難性が高まっており、保健師の対

応力を強化していかなければなりません。 

 

（１）問題意識 

○ 健康危機管理に対応できる育成体制の構築が求められています 

 ⇒ 災害による健康危機や感染症のパンデミックにおいては、平時からの体

制整備が極めて重要です。健康部内に限らず、保健師職全体で体制を構築

していく必要があります。 

 

○ 保健相談所において、拡大する業務の整理や個別支援体制についての検討

が求められています 

 ⇒ 保健相談所では、業務の拡大とともに内容が多様化、複雑化しており、

業務を整理していくための検討が必要です。その上で、複数の保健師が同

一地区を担当する体制等を検討していく必要があります。 

 

（２）取組の方向性 

○ 突発的に発生する健康危機に対応できる具体的な仕組みを平時から検討

し、組織内の共有を図ります。 

 

○ 保健相談所における保健師業務や事業の見直しと、地区活動における複数

担当体制等を検討します。 
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（３） 具体の取組 

≪ 取組３ ≫ 健康危機管理体制の検討・提言 

○ 健康危機発生時に、業務が集中する部署の応援が即座にできるよう、平時

から「保健師活動連絡会」において検討を重ね、必要な取組について該当部

署に提言します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ 取組４ ≫ 保健相談所の業務整理と複数担当制の検討 

○ 健康部保健師係長会で、保健相談所における保健師業務や事業の課題等を

整理し、効果的・効率的な業務執行に向けた検討を行います。 

 

○ 複数担当体制については、ケースワークや地域・関係者との連携、保健師

の人材育成の観点等を踏まえ、多角的に検討していきます。 

 

○ 検討にあたっては、必要に応じてプロジェクトチームを設置します。検討

結果は、健康部の部課長会や保健相談所長会に適宜報告します。 
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柱２ 保健師のキャリア支援を強化する  

 

柱２－１ 支援体制を強化する 

 

○ 保健師としてのキャリアを磨いていくには、明確な目的を持ったジョブロ

ーテーションのもと、各人の能力を伸長させていくことが必要です。特に新

人期においては、係長や先輩の支援により、経験を深めていくことが極めて

重要です。 

 

○ 近年の採用状況を見ると、看護師や他自治体での保健師経験を有する者も

多くいます。産前産後休暇や育児休業から復帰し、子育てをしながら仕事を

する保健師も多い状況です。 

 

○ 個々の保健師の置かれた状況に合わせ、専門職としての技術を磨く環境を

整えるなど、「個に合わせた育成」を行っていかなければなりません。 

 

（１）問題意識 

○ 専門技術の基本を早期に獲得するためのジョブローテーションの取組が求

められています 

 ⇒ 地区の課題に取り組むことや感染症対応の知識・経験を積むことは、す

べての保健師にとって求められる必須のものとなっています。 

 

○ キャリアプランを描きながら仕事に取り組むことの支援が求められていま

す 

 ⇒ 様々なキャリアを持つロールモデルの構築や、多様なキャリア形成のた

めには、保健師自身が常にキャリアを意識するとともに、区として支援し

ていく必要があります。 

 

○ 前職経験者の対応や産育休等長期休暇後の復帰の際に、安心して仕事がで

きる仕組みが求められています 

 ⇒ 前職の経験を生かしたキャリア形成への支援や、産育休等長期に職場を

離れた保健師が安心して職場復帰できるよう支援していくことが必要で

す。 

 

（２）取組の方向性 

○ 新任期の早期に個別支援・地域支援と感染症対策が学べるジョブローテー

ションを構築します。 

○ 新任期保健師の指導役「プリセプター」制度を強化するとともに、保健師

育成のキーパーソンとなる「メンター（育成担当係長）」を設け、すべての

保健師がキャリアプランを描く支援をします。 

○ 経験者採用や産育休等長期休暇後の保健師が安心して復帰できる体制を整

えます。 
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（３）具体の取組 

≪ 取組５ ≫ ジョブローテーションの活用 （資料４） 

○ 保健師はジョブローテーションにより、個別支援や地域との連携、地区診断

などを経験できる保健相談所や、感染症の知識や技術の修得ができる保健予

防課感染症対策担当係に配置し、その専門性を育成していきます。 

○ 原則、採用後 10年目までに、保健相談所地域保健係と保健予防課感染症対

策担当係（以下二つの係を合わせ「基盤部署」という。）を経験します。 

○ 基盤部署を経験したうえで、保健師としての専門性を一層高めるために、本

人の能力等を踏まえ基盤部署以外も積極的に経験するように努めます。  

○ 係長は、ジョブローテーションの具体の運用について管理職と共有します。

統括保健師は、健康推進課長を通して職員課とも共有します。 

 

≪ 取組６ ≫ プリセプターの強化 

○ 新任期保健師の指導役として、引き続き「プリセプター制度」を運用し、課

長（所長）・係長・先輩保健師と共に職場全体で育成します。 

○ プリセプターは、新任者の状況を把握し、技術指導に加え身近な存在として

仕事に対する悩みやキャリアデザインの描き方なども相談に乗り、対応力な

どの技術的指導や精神的支援も担います。 

○ 「保健師活動連絡会」のもと、既存のプリセプター連絡会に加え、新たに人

材育成専門部会を設け具体の取組を検討するなど、新任期保健師およびプリ

セプター自身の成長を支え、「育ち育ち合う」体制を強化します。 

 

≪ 取組７ ≫ メンター（育成担当係長）制度の創設（資料３） 

○ 「メンター（育成担当係長）」を新たに設けます。 

○ 配属先に保健師の係長がいない場合、メンター（育成担当係長）となる保健

師係長が、保健師キャリア面談（専門能力の獲得を支援する面談）を実施しま

す。 

○ メンター（育成担当係長）が保健師キャリア面談を実施する場合、必要に応

じて配属先の係長と連携し、キャリア形成を支援します。 

 

≪ 取組８ ≫ 経験者や産育休復帰者に対する支援を強化 

○ 様々な経験を積んで練馬区に就職した保健師や、産育休等長期に職場を離

れた保健師に、キャリアラダーシート等を活用し、所属の保健師係長またはメ

ンター（育成担当係長）が保健師キャリア面談を行い、不安感の解消や将来の

キャリア支援を担います。 
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柱２―２ キャリア支援を推進する  

 

○ 多くの分野で保健師の専門性が求められています。「個別支援力」や「地

域支援力」は、健康部以外の職場においても保健師の基本的能力として期待

されています。 

 

○ コロナを機に、「健康危機対応力」は保健師が基本的に持つべき専門技術

となっています。 

 

○ 保健師として基本的に有すべき知識の修得や成長に合わせた学びのために

は、各期に求められる知識や深い専門知識を学ぶことができるよう、キャリ

ア支援を推進していかなければなりません。 

 

（１）問題意識 

○ キャリアラダーを活用した育成が求められています 

 ⇒ 「保健師アンケート」によれば、保健師の役割は、①中堅前期までは

「対人支援」に関すること、②中堅後期以降では「事業企画」や「施策の

必要性」などを重視する傾向がみられました。一方で、各職場で求められ

る役割や目標について指標となるものを求めている声もあり、獲得したス

キルを客観的に確認できるキャリアラダーに基づき育成していくことが極

めて重要です。 

 

○ 保健師の実態に合った研修の取組が求められています 

 ⇒ これまでは、母子、精神、感染症などの分野別を中心として研修に取り

組んできましたが、各人の獲得能力に合わせたカリキュラムも加えていく

必要があります。人材育成の基本である職場での育成（ＯＪＴ）を中心に

取組を整理する必要もあります。保健師の領域を超え、行政職員としての

知識も求められています。 

 

○ 現場における人材育成の取組が求められています 

 ⇒ 職員育成の基本は、日常の職務遂行を通じて行うＯＪＴです。保健師の

育成についても同様であり、職場における取組を充実・強化していくこと

が必要です。 

 

（２）取組の方向性 

○ キャリアラダーに基づく育成の取組を進めていきます。 

○ 専門職の知識を深めることに合わせて、行政の動きや区の取組を学ぶ機会

を設けます。 

○ 人材育成の基本である、「職場で人を育てる（ＯＪＴ）取組」を推進しま

す。 
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（３）具体の取組 

≪ 取組９ ≫ キャリアラダーを活用した育成 （資料５、６） 

○ キャリアラダーに基づく取組を強化します。 

○ 各保健師は、キャリアレベルや獲得している能力、不足する能力を自ら確認

し、保健師としての取組目標を設定します。各係長は、保健師キャリア面談を

実施し支援します。 

○ 係長は、保健師キャリア面談の際に、「キャリアラダーシート」や「キャリ

アラダーチェックリスト」、「キャリアデザインシート」等を活用し、キャリア

レベルについて客観的な視点から助言・支援を行います。 

 

≪ 取組１０ ≫ 求められる知識と技術修得の学び(研修)と体験（資料７） 

○ キャリアラダーに応じた専門職研修、全国自治体における最先端の取組を

学ぶ機会、および政策遂行のための企画力を身につける研修など、幅広い取

組を検討、体系化し、受講すべき研修をわかりやすく明示します。 

○ 各保健師は、キャリアラダーに応じた専門職研修、学会発表や事例検討会な

どに積極的に参加します。各係長は、職員の受講環境（参加・派遣費用・発表

に向けた支援）を整え、育成を支援します。 

○ 「保健師活動連絡会」に設置する人材育成専門部会において、中堅保健師が

実務に役立つ研修を企画します。 

○ 保健医療科学院の公衆衛生看護研修（中堅期・係長級対象）や統括保健師研

修などの派遣研修について、受講者を計画的に推薦します。各係長は研修の他、

研究や学会発表を経験できる体制を整えます。 

 

≪ 取組１１ ≫ ＯＪＴの強化  

○ 先輩保健師等との複数訪問など、ＯＪＴにより技術を継承します。 

○ 事例検討会を積極的に活用し、対人支援等の対応力を強化します。 
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柱２－３ 保健師同士のつながりを強化する 

 

○ ８部 18課 28係に分かれて配属されている保健師全員が、「専門職として

の倫理観や志を持って人や地域に包括的に関わり、頼りになる存在」となる

ためには、組織の垣根を越えて常に同じ問題意識を持って職務にあたること

が重要です。 

 

○ 自主学習会の活動は、保健師の実践的な学びにつながっており、職全体で

の活動や継続への協力が必要です。 

 

○ 配属先が増加する中、保健師同士がつながり、互いに学びあう関係を強化

していかなければなりません。 

 

（１）問題意識 

○ 人材育成のあり方や具体的な取組を検討する場の創設が求められています 

 ⇒ これまで、健康部以外の保健師配属職場では、組織的な育成体制がありま

せんでした。様々な部に配属されている保健師同士がそれぞれの課題を共

有しながら、保健師全体で具体的な人材育成について検討していく場の創

設が必要です。 

     

○ 全保健師が「Face to Face」で、本音を語り合える場の設置が求められて

います 

 ⇒ 配属先や区歴、経験の違いを超えて、保健師同士で悩みを共有し解決策を

模索しあえる関係を築くことで「育ち育ちあう」ことにつながります。「On 

―Off」それぞれの学びの場を設けるとともに、参加しやすい環境を整える

ことが必要です。 

 

（２）取組の方向性 

○ 組織横断的な場を設置し、課題の共有や人材育成の具体的取組について検

討を進めていきます。 

 

○ 「On－Off」も含め、本音で語り合う場を設け、学び合いを強化していきま

す。 
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（３）具体の取組 

≪ 取組１２ ≫ 「練馬区保健師活動連絡会」の設置 （資料２）（再掲） 

○ 「保健師活動連絡会」の設置により、保健師間のつながりを強化します。 

 

○ 「保健師活動連絡会」内に人材育成の専門部会を設置し、組織を横断した人

材育成のあり方を検討します。 

 

≪ 取組１３ ≫ 保健師同士の学び合いを強化 

○ 毎年度末に、「保健師活動報告会」を開催し、全庁の保健師を対象に１年間

の活動報告や活動のトピックスを報告し合います。 

 

○ オフタイムに実施する「保健師交流会」を毎年度継続的に実施します。 

 

○ 自主学習会（わかばの会、ねりま虐待勉強会、保健師活動を考える自主的研

究会、MIE市ヶ谷研究会など）が継続できるよう、各係長は協力していきます。 
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 54 / 68 

 

柱３ 健康危機に備える  
 

○ コロナのパンデミック対応は、従来の感染症対策のノウハウが通用しない、

想像をはるかに超える厳しいものでした。特定の業務が一部の保健師に片寄

るとともに、全体をマネジメントする役割を持つ保健師の存在などが課題と

して明らかになりました。 

○ これまでに能登半島地震（令和６年）などの災害派遣により、延べ 24人の

保健師が被災地の健康支援業務を担いました。 

○ 感染症のパンデミックや自然災害現場への派遣など、平時から健康危機に

備えていかなければなりません。 
 
（１）問題意識 

○ 知識・経験を職全体で共有化することが求められています 

 ⇒ コロナ対応の応援について、「業務リーダーを担える経験者」が必要であ

ったため、応援職員が限られたという事態に直面しました。感染症の対応を

経験した保健師を継続的に増やしていく取組が必要です。 
  

○ 健康危機において保健師職全体を調整する「統括的機能」の発揮が求めら

れています 

 ⇒ コロナの対応においては、応援の内容を熟知した上で保健師の人的配置

を取りまとめる機能が限定的でした。日ごろから健康危機発生時の備えも

含め、統括機能を有する保健師の職の設置が必要です。 
 

○ 「健康危機管理対策」から「危機管理対策」への移行が求められています 

⇒ 保健師間において、「パンデミックは危機管理対策である」との共通認識

を十分に持つことができず、応援体制等の構築に時間を要しました。危機管

理を大きな視点で捉え、対応していくことが必要です。 
 

○ 平時から健康危機の対応の仕組みを検討する場の設置が求められています 

⇒ パンデミックにより、短期間で膨大な事務の処理に追われました。保健師

自身が業務整理やＤＸ化などを意識して、平時から健康危機発生時の対応業

務について検討していくことが必要です。 
 

（２）取組の方向性 

○ 感染症や災害対応の知識・経験を有する保健師を職全体に広げていきます。 

○ 健康危機管理の際の「扇の要」を担う保健師職を設置します。 

○ 平時から健康危機対応に備えるため、研修や訓練等、具体的な仕組みを検討

し、組織内の共有を図ります。 
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（３）具体の取組 

≪ 取組１４ ≫ ジョブローテーションによる感染症対策の早期修得（再掲） 

○ 感染症対応を早期に身に着けられるよう、保健予防課感染症対策担当係へ

の配置をジョブローテーションに組み込みます。 

 

≪ 取組１５ ≫ 統括保健師の設置（再掲） 

○ 統括保健師を設置し、健康危機管理の中心的役割を担います。健康危機の

際の情報共有、保健師の人員配置について迅速に対応していきます。 

 

≪ 取組１６ ≫ 健康危機対応の平時からの備え 

○ コロナの経験を踏まえ、健康危機発生時の全庁の保健師配置、災害マニュ

アル等の共有、健康危機発生時の情報共有および業務のＤＸ化など、有事発

生時に必要な仕組みを「保健師活動連絡会」で検討し、具体的な取組としてま

とめます。 

 

≪ 取組１７ ≫ 健康危機管理対策研修の実施と被災地派遣  

○ 必須研修や選択研修などを組み合わせ、感染症や災害対応に関する知識・

技術を学べる機会を設けます。 

○ 疫学調査などの机上演習研修に加え、一定期間（一週間程度）感染症対策担

当係で感染症対策の実践を学ぶ「（仮）感染症対策実践訓練」を実施し、感染

症対応の早期獲得を補完します。 

○ 他自治体での自然災害に際し、応援要請に応じて保健師を派遣し、災害現

場での保健活動の経験を積み重ねていきます。 
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柱４ 有為な人材を確保する 

 

○ 東京 23区の保健師採用は、特別区人事委員会が統一試験を実施し、合格者

の中から各区が採用者を任用しています。 

 

○ 人事委員会の保健師採用試験の申込者は、令和４年度までの９年間は、概ね

400人を超えていましたが、採用予定数に大きな変化がないにも関わらず、令

和５年度は 362人、令和６年度は 330人と、急激に減少しています。 

 

○ 受験希望者が減少する中で、有為な人材を獲得するためには、区としてもで

きる限り希望者を増やす取り組みを行っていかなければなりません。 

 

（１）問題意識 

○ 区独自のＰＲ活動が求められています 

⇒ 毎年４つの大学の保健師学生約 30 名を実習で受け入れています。実習学

生に対して、就職先としての練馬区をＰＲする取組が必要です。 

 

○ 前職経験のある就職希望者へのアプローチが求められています 

⇒ 前職経験のある保健師の採用が増えています。転職希望者をターゲットと

した区としての情報提供の取組が必要です。 

 

○ 人材確保のための体制構築が求められています 

 ⇒ ＰＲ活動や情報提供を行う担当者を定め、一元的にリクルート活動を担

っていく必要があります。 

 

（２）取組の方向性 

○ 練馬区の保健師採用に関する分かりやすい情報提供を行っていきます。 

 

○ 保健師学生に加え、転職希望者への働きかけを行っていきます。 

 

○ 人材確保のための担当者を定め、統一的な取組を進めていきます。 
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（３）具体の取組 

≪ 取組１８ ≫ 保健師採用に関する情報提供の強化 

○ 人材育成部門と協力して、保健師の採用に関する情報を区公式ホームペー

ジに掲載します。 

 

○ 人事委員会が実施する「23 区合同説明会」や若手職員と人材育成課で実施

している「リクルートフェスティバルねりま」において、練馬区の保健師活動

を積極的にＰＲしていきます。  

 

≪ 取組１９ ≫ 前職経験者に対する取組の推進 

○ 東京都ナースプラザに『練馬区保健師人材育成プラン』についての情報提供

を行います。 

 

○ 実習受け入れ学生向けに開催する「保健師学生合同業務説明会」において、

練馬区の事業説明に加え、保健師活動の様子や育成方針などを紹介します。 

 

○ 保健師のインターンシップを受け入れます。 

 

≪ 取組２０ ≫ 担当窓口の設置 

○ 統括保健師を採用相談担当者として位置づけ、情報提供を一元的に進めま

す。 

 

○ 各所管に入った採用相談情報については、統括保健師に集約します。 

 

≪ 取組２１ ≫ 大学や養成学校教員との連携づくり  

○ 保健師実習受け入れ校の教員を対象として『練馬区保健師人材育成プラン』

を活用し、練馬区の保健師活動や人材育成方針などの情報提供を行います。 

 

○ 年度末に開催している「保健師活動報告会」に学校関係者を招待し、保健師

活動や新任保健師の育成状況について紹介していきます。 
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第４章 今後の課題 
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今後の課題  

 

○ プランの見直しを機に、今後の課題を明らかにし、保健師職全体で具体の取

組方法等について検討を進めます。 

 

１ 統括保健師の役割と体制等の検証、次世代の育成 

   令和７年度の統括保健師設置後、統括保健師の役割や体制、業務量などを

検証し、その職のあり方について、より効果的に機能させていく必要があり

ます。併せて、継続して統括保健師を配置できるよう、次世代の育成につい

ても検討していく必要があります。 

統括保健師補佐についても同様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務のＤＸ化 

   活動領域の拡大や業務量の増大に対応するため、ＤＸ化による効果的・効

率的な業務執行が求められます。他部署との情報共有やデータ活用など、Ｄ

Ｘ化に取り組めるものを業務整理と併せて検討する必要があります。  

区民サービス向上の観点から、様々な取組を 

取り入れていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

  



 61 / 68 

 

３ 多様な団体等との協働の推進 

「2040年問題」を解決していくには、多様な団体（NPO、ボランティア団

体、企業等）と協働して取り組んでいかなければなりません。地域には子育

て支援、高齢者の介護予防、健康増進等に取り組む活動団体があり、こうし

た団体との協働が極めて重要です。 

区の委託業務における保健師との情報共有や連携にも意識を向け、課題解

決の取組につなげていくことも求められています。 

今後は、各部で培った協働の仕組みや協働先の情報を共有し、保健師職全

体で活かし、発展させていくことが必要です。 
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練馬区保健師人材育成プランの策定への思い 

 

 令和３年、コロナ真っ只中で、私は７年ぶりに健康部に戻りました。 

当時、保健師は、疲労と緊張と先の見えない不安の中で日々コロナと闘ってお

り、私は「この状況を何とかしなければ」と目の前のことで精一杯でした。 

 

コロナの経験によって、私たち自身も保健師の存在意義を再確認しました。一

方で、私は、保健師が“期待される専門性”を担保し続け、新たな健康課題にも

応えることができる存在であり続けるには、職全体で何かを変えなければなら

ないという焦りも感じていました。 

 

保健師は今、活動領域の拡大の中で混沌とした状況にあります。それでも「保

健師は自らの専門性に誇りを持ち、組織の中で存在感を示し、組織からも信頼さ

れる専門職でありたい。」私が保健師として、ずっと思ってきたことです。 

 

これは一人の保健師の姿ではなく、専門職集団としてそうあらねばならない

と、今は感じています。そのためには、保健師自らが「育ち育ちあう仕組み」を

作り、動かし、職全体で力をつけなければならない。コロナの経験がリアルなう

ちに、そして、平成 23年の『保健師人材育成プログラム』の策定に携わった保

健師が現役のうちに、人材育成を見直さなければならないと思いました。 

 

若い保健師の皆さんが迷わないように、中堅やベテランの皆さんが自信を持

って職責を果たせるように、管理期の皆さんが保健師の進むべき道を切り開け

るように、そんな思いをこの見直しに込めました。そして、全庁の関係部署の皆

さまにも検討していただきました。保健師のみんなへのエールともいえるプラ

ンです。 

 

新プランが動き出します。誰かじゃない、すべての保健師がこのプランととも

に成長します。 

 

 

2025年３月 

地域文化部長 

保健師育成アドバイザー 

大木 裕子  
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練馬区保健師人材育成プログラム見直し検討会 

 

 

１ 開催経過 

回数 開催日 内容 

１回 令和６年４月 16日 
・保健師人材育成プログラムの見直し体制 

・保健師人材育成プログラムの見直しについて 

２回 令和６年７月 18日 
・各分科会報告 

・統括保健師について 

３回 令和６年 12月 23日 ・保健師人材育成プラン素案報告 

４回 令和７年３月 17日 ・保健師人材育成プラン報告（紙面開催） 

 

２ 検討会委員 

 役職 氏名 

１ ◎副区長 森田 泰子 

２ ○人事戦略担当部長 中田 淳 

３ ○健康部長 冨田 孝 

４ 練馬区保健所長 石原 浩 

５ 人事戦略担当部 職員課長 中島 祐二 

６ 人事戦略担当部 人材育成課長 清水 優子 

７ 高齢施策担当部 高齢者支援課長 西方 佳子 

８ 福祉部 石神井総合福祉事務所長 遠藤 裕子 

９ 健康部 健康推進課長 屋澤 明夫  

10 健康部 豊玉保健相談所長 佐藤 一江 

11 こども家庭部 子ども家庭支援センター所長 橋本 健太 

12 地域文化部長（保健師育成アドバイザー） 大木 裕子 

◎ 会長 ○ 副会長 
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３ 検討体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 作業部会、分科会等について 

（１）作業部会委員 

 所属等 氏名 

１ ◎健康部 健康推進課 健康づくり係長 徳永 ゆかり 

２ ○人事戦略担当部 職員課 人事係長 中俣 明久 

３ 人事戦略担当部 人材育成課 能力開発係長 武田 悠 

４ 高齢施策担当部 高齢者支援課 高齢者健康支援係長 根岸 恵美子 

５ 健康部 石神井保健相談所 地域保健第一係長 土屋 百合 

６ 
こども家庭部 子ども家庭支援センター  

児童相談連携係長 
浜野 秀子 

◎ 部会長 ○ 副部会長 
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（２）分科会委員  ◎リーダー ○ サブリーダー 

ア 統括保健師分科会委員 

 所属等 氏名 

１ ◎健康部 健康推進課 健康づくり係長 徳永 ゆかり 

２ ○健康部 保健予防課 感染症対策担当係長 氏家 亜幸子 

３ ○健康部 石神井保健相談所 地域保健第二係長 向田 良美 

４ ○地域医療担当部 地域医療課 医療連携担当係長 板垣 文緒 

５ 人事戦略担当部 職員課 人事係長 中俣 明久 

６ 健康部 保健予防課 感染症対策担当係 主任 金 由希子 

７ 健康部 関保健相談所 地域保健係 主任 塚越 咲千子 

 

イ 育成体制分科会委員 

 所属等 氏名 

１ ◎高齢施策担当部 高齢者支援課 高齢者健康支援係長 根岸 恵美子 

２ ○健康部 豊玉保健相談所 地域保健第一係長 岩瀬 三敬 

３ ○健康部 保健予防課 感染症対策担当係長 春日 百理子 

４ ○健康部 光が丘保健相談所 地域保健係長 野口 千恵子 

５ ○健康部 関保健相談所 地域保健係長 堀内 玲子 

６ 人事戦略担当部 人材育成課 能力開発係長 武田 悠 

７ 健康部 豊玉保健相談所 地域保健第二係 主任 髙栁 華 

８ 高齢施策担当部 高齢者支援課 療養介護支援係 主事 甲斐 大介 

９ 健康部 健康推進課 健康づくり係 主事 本間 薫 

 

ウ キャリアラダー分科会委員 

 所属等 氏名 

１ ◎健康部 石神井保健相談所 地域保健第一係長 土屋 百合 

２ ○健康部 大泉保健相談所 地域保健係長 谷内 弘美 

３ ○健康部 北保健相談所 地域保健係長 富山 めぐみ 

４ 
○こども家庭部 子ども家庭支援センター  

児童相談連携係長 
浜野 秀子 

５ 健康部 北保健相談所 地域保健係 主任 大岡 優 

６ 健康部 関保健相談所 地域保健係 主任 細野 真央 
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（３）事務局 

ア 事務班 

 所属等 氏名 

１ ◎健康部 健康推進課長 屋澤 明夫 

２ ○健康部 健康推進課 庶務係長 山岸 剛 

３ 健康部 健康推進課 健康づくり係長 徳永 ゆかり 

４ 健康部 健康推進課 健康づくり係 主査 渡邉 奈美 

◎ 事務局長 ○ 副事務局長 

 

イ 保健師班 

 所属等 氏名 

１ 健康部 健康推進課 健康づくり係長 徳永 ゆかり 

２ 高齢施策担当部 高齢者支援課 高齢者健康支援係長 根岸 恵美子 

３ 健康部 豊玉保健相談所 地域保健第一係長 岩瀬 三敬 

４ 健康部 石神井保健相談所 地域保健第一係長 土屋 百合 

５ 
こども家庭部 子ども家庭支援センター  

児童相談連携係長 
浜野 秀子 

６ 地域医療担当部 地域医療課 医療連携担当係長 板垣 文緒 

 

（４）オブザーバー 

 役職 氏名 

１ 練馬区専門調査員 小渕 雅実 

 

（５）アドバイザー 

 役職 氏名 

１ 
保健師育成アドバイザー 

（地域文化部長） 
大木 裕子 
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